








【選任手続期日】（候補者全員）

８月２日（金） 午前１０時から午前１１時３０分ころまで

【審理・判決期日】（裁判員・補充裁判員のみ）

８月５日（月） 午前９時３０分から午後５時ころまで

８月７日（水） 同上

８月８日（木） 同上

８月９日（金） 同上

初日（裁判員等を選任する日にち）

判決日（判決日には，審理・評議を行う場合があります。）

☆

●

●

・ 　登庁される際の服装は自由です。スーツやジャケットを用意する必要はご

ざいません。長時間の裁判に参加されても疲れないように，着慣れている服

装でお越しください。

　法廷での筆記用具やメモ用紙などは裁判所で用意しています。

◇

※午前１０時から手続が始まりますので，同時刻までにお越しください。

　解散時刻は午後０時３０分ころとなります。

※裁判員・補充裁判員に選ばれた方々は，その後の手続説明がありますので，

スケジュール(予定)

法廷で，証言を聞いたり，証拠を調べたり，事件について裁判官
や他の裁判員と話し合う日にち

・

・ 　上記スケジュールはあくまで予定です。当日の進行によっては時間が変更

になる可能性もあります。

●

☆

●

◇

　初日の【選任手続期日】に行う抽選で裁判員及び補充裁判員に選ばれた方々は，

【審理・判決期日】に記載されたすべての期日においでいただく必要があります。

審理・評議

 スケジュール（予定） 
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       必ずお読みください          

 
 この書面は，質問票等の回答手順やお問い合わせ窓口などに関して記載したものです。

下記１から４の手順で，質問票への記入・返送などの手続を行っていただきますよう，

お願い申し上げます。 

 なお，裁判手続に参加していただくに当たって，身体の不自由，視覚及び聴覚等に障害が

あるなどの理由により，裁判所でのお手伝い等を必要とされる方は，準備の都合上，できるだ

け早く裏面の「東京地方裁判所裁判員係」までお知らせください（この点は質問票でもお尋ねし

ています。）。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

                （裏面もお読みください） 

 

手順１ 

書類の確認 

今回お送りした書類に不足がないかご確認ください。 

万が一，不足している書類がありましたら，お手数ですが，裏面の 

「東京地方裁判所裁判員係」までお知らせください。 

必
ず
事
前
に
ご
返
送
く
だ
さ
い 

手順２ 

「質問票」への 

記入（全員） 

手順３ 

｢旅費等の振込

先の届出」への

記入（全員） 

 □ 『裁判員等選任手続期日のお知らせ』 
□ 『スケジュール（予定）』 

 □ 『必ずお読みください』（この書面です。） 
□  返送用封筒（切手貼付不要） 

 ■  『質問票』          
■  『旅費等の振込先の届出』      
□ 『質問票の回答要領』 
□ 『旅費（交通費）・日当などのお知らせ』 
□ 『小さなお子さんがいらっしゃる候補者の方へ』（表） 

   『介護が必要なご家族等がいらっしゃる候補者の方へ』(裏) 
□ 『裁判員候補者の雇用主・上司の皆様へ』 
□ 『裁判員になることに不安を感じている皆様へ』 
□ 『裁判員制度ナビゲーション』 

質問票は，今回の選任手続やその後に引き続く裁判に参加していただ

くことが難しいご事情の有無をあらかじめお尋ねするものです。 

同封のスケジュール（予定）を確認の上，ご記入ください(全ての日程

に参加していただく必要があります）。 

選任手続期日当日までの流れなどについては，同封の『裁判員制度ナ

ビゲーション』のＰ４０～４６をご覧ください。 

 
● 旅費（交通費）・日当などのお知らせ 

裁判員候補者として，裁判所にお越しいただいた場合には，旅費（交

通費）及び日当を「口座振込」で，後日お支払いいたします。 

なお，旅費（交通費）及び日当についての詳しい説明は， 

同封の『旅費（交通費）・日当などのお知らせ』を 

ご覧ください。 
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       本件に関するお問い合わせ先        

● 選任手続や辞退に関する相談窓口 
東京地方裁判所刑事第２部 

（電話）０３－３５８１－００００（ダイヤルイン） 
※午前９時から午後５時まで（土・日・祝日を除く） 

 
 ● お体の不自由な方・同封物の確認・旅費に関する相談窓口 

東京地方裁判所裁判員係 
（電話）０３－３５８１－２９１３（ダイヤルイン） 
※ 午前９時から午後５時まで（土・日・祝日を除く） 

（FAX）０３－３５８０－５８５１（終日） 

  

 

手順４ 

「質問票」・「旅

費等の振込先の

届出」の返送 

（全員） 

重要１ 

参加される際

の留意事項 

重要２ 

複数の「裁判員

等選任期日の

お知らせ」を 

受け取られた

方へ 

必要事項のご記入が済みましたら，同封の返送用封筒（切手貼付不

要）で，『質問票』の１枚目に記載された提出期限までに，辞退を希

望されない方も，必ず裁判所にご返送ください。 

● 質問票返送後に，事情変更があった候補者の方へ 

事情が変わり，裁判所にお越しいただくことが難しくなった方

は，下記の「選任手続や辞退に関する相談窓口」まで速やかにご

連絡ください。 

● 当日の参加者数について 

当日辞退を希望される方や検察官・弁護人による不選任請求数

を見込んで，多くの方に裁判所までお越しいただく必要があるこ

とをご理解ください（『裁判員制度ナビゲーション』のＰ４４～

４６参照）。 

すでに同様の「お知らせ」をお送りしている方も，くじの対象と

なるため，別の期日の「お知らせ」も差し上げることがあります。 

このような場合，申し訳ありませんが，全ての期日の質問票等を

裁判所に必ずご返送ください。 

なお，複数の選任手続期日のお知らせを受けた場合は，先に行わ

れる選任手続期日に優先してお越しいただくことになります。 

先に行われる期日に裁判所までお越しいただいた方については，

選任手続期日当日に辞退が認められた方を除き，後に行われる選任

手続期日にお越しいただく必要がなくなります。 

逆に，事情があり，先に行われる選任手続期日に裁判所にお越し

いただかなかった方は，後に行われる選任手続期日にご参加いただ

く必要があります。 









問１

A

B

C

1 あてはまらない

2 AかBにあてはまる

　
　 　まるものを右の欄に書いてください。

3 Cにあてはまる

　 　　→　現在，裁判が行われている裁判所名を書いてください。

　　　　　　　　　　　裁判所　　　　　　　　　　　支部

問２

1 辞退を希望しない

→　質問終了です。

2 辞退を希望する

→　問３（次頁）へお進みください。

国会議員，国の行政機関の幹部職員，司法関係者，法律専門家，
自治体の長，自衛官

成年被後見人，被保佐人等（国家公務員となる資格がない）

　※　問１は，すべての方がお答えください。

現在，禁錮以上の刑に当たる罪について起訴され，裁判中

　　 　→　問２へお進みください。

裁判員の辞退を希望しますか。１か２を○で囲んでください。

→　Aにあてはまる場合には，その裏付けとなる
　　資料（身分証明書の写し等）を提出してください。

下のA～Cにあてはまりますか。１から３のいずれかを○で囲んでください。

２及び３については，過去一定期

辞退の希望の有無について 

職業上の理由等で裁判員になることができない場合について 

記号 

質問終了です。           
 
辞退の希望の有無に

かかわらず，職業上の

理由等から裁判員にな

ることができません。 
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問３

1 ７０歳以上 4 仕事上の事情

5 重要な用事・予定

2
過去に裁判員等に選ばれた。又は，
裁判員候補者として裁判所に行った。

6 育児

平成　　　年　　　月ころ 7 妊娠中又は出産後８週間以内

　　　　　　　　地方裁判所　　　　　支部
8 重い病気又はケガ

3 過去に検察審査員等に選ばれた。 9 介護又は入通院等の付き添い

平成　　　年　　　月ころ 10 遠方に住んでいて，裁判所に行くのが困難

　　　　　　　　　　検察審査会
11 学生

12 地方公共団体の議会の議員（会期中）

13 その他

辞退を希望する理由について，下の１～１３のあてはまる番号を○で囲んでください。

   ※裁判所にお越しいただく予定の日が基準です。

  資料は必要ありません。  

辞退の理由について 

  容易に準備できる資料がある場合には写しを提出 
  してください。 

4～13 1～3 

   
   裁判員になることができない具体的な事情等を記載してください。 

   記載の仕方については，回答要領②頁をご参照ください。 

 

1～3 
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（30.4）

裏面もお読みください

（質問票３枚目・問３の１～３） 資料の提出は必要ありません。 

A 裁判員になることができない職業の方 

１～３にあてはまる方 

○ 日中に連絡がとれる電
話番号を記入してください
（携帯電話可）。 
 
○ 勤務先の電話番号を
記入される場合には、会社
名・部署等も差し支えのな
い範囲で記入してください。 

現在お住まいの住所と今回
お送りしている書面に記載さ
れている住所が異なる場合
に記入してください。 

（質問票３枚目・問３の４～6） （質問票３枚目・問３の８～１０） （質問票３枚目・問３の7～9） 
（質問票３枚目・問３の10～13） 

 １ ７０歳以上の方  過去５年以内に検察審査員又は補充員に選ばれたこ３ 検察審査員等に選ばれたことがある方 ２ 裁判員・裁判員候補者等に選ばれたことが  。）。 

【手順１】 
 名前等の必要事項を，ペン又はボール
ペンで記入してください。 
 
※質問票に虚偽の記載をすることは，法
により禁じられており，質問票に虚偽の記
載をして裁判所に提出したときは，５０万
円以下の罰金又は３０万円以下の過料に
処せられることがあります。 

【手順２】 
 問１は，裁判員になることが
できるかどうかをお聞きしてい
る大切な質問です。辞退の有
無にかかわらず，必ず，回答
してください。  

このページは，質問票１枚目の説明です。 
このページは，質問票２枚目の説明です。 

回答要領 
１ 

頁 

 全ての方が，下記のいずれかの方法で回答してください。 
 
 １ 参加できる方は，問１・問２に記入してください。 
 ２ 辞退を希望する方は，問１・問２・問３に記入してください。 
   ※遠方にお住まいの方だけでなく，２３区内にお住まいの方も，質問票の最後に 

      添付した「旅費等の振込先の届出」を忘れずに記入してください。 

【手順３】 
 問２は，同封の「スケジュール（予定）」に記載した裁判員
に選ばれた場合の全日程に参加できるかどうかを確認の
上，回答してください。 
 
【注意事項】 
 複数の「選任手続期日のお知らせ」を受け取られている
方は，それぞれの期日の質問票に，参加できるかどうかを
回答してください。 

○ご本人が署名（自筆）をしてください。また，忘れずに，
印を押してください。 
○ ご本人が記入することができない場合には，以下の
記載例のように，ご家族の方などに代筆していただいて
も結構です。 
 
記載例 

お名前（署名） ○○ ○○              
    本人は字が書けないため，代筆しました。 
  代筆者 □□ □□ 印          

ご本人が記入できない理由 

代筆者の印 

ご本人の名前。ご本人の印は不要 

代筆者の署名（自筆） 

B 国家公務員となる資格がない方 

■         国会議員，国の行政機関の幹部職員等のうち次の人 

   ア  国会議員 

   イ  国務大臣 
   ウ  次のいずれかに当てはまる国の行政機関の職員 

     ①一般職の職員のうち，指定職俸給表の適用を受ける職員（事務次官，外局の長，試験所・ 研究所の長， 

      病院・療養所の長その他の人事院規則で定めるもの） 

     ②特定任期付職員のうち，一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第７条第１項に規 

      定する７号俸の俸給月額以上の俸給を受ける人 
     ③特別職の職員のうち，特別職の職員の給与に関する法律別表第一及び別表第二の適用を受ける職員 

     ④防衛省の職員のうち，上記①記載の指定職俸給表の適用を受ける職員，上記②記載の７号俸の俸給 

      月額以上の俸給を受ける特定任期付職員 
 
■    司法関係者，法律専門家等のうち次の人 

   エ 裁判官及び裁判官であった人 

   オ 検察官及び検察官であった人 
   カ 弁護士（外国法事務弁護士を含む。以下同じ。）及び弁護士であった人 

   キ 弁理士 

   ク 司法書士 

   ケ 公証人 
   コ 司法警察職員としての職務を行う人 

   サ 裁判所の職員（非常勤は除く。） 

   シ 法務省の職員（非常勤は除く。） 
   ス 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員（非常勤は除く。） 

   セ 判事，判事補，検事又は弁護士となる資格を有する人 

   ソ 学校教育法に定める大学の学部，専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授 
   タ 司法修習生 
 
■    その他次の人 

   チ 都道府県知事及び市町村（特別区を含む。）の長 

   ツ 自衛官 
 

 

      

       成年被後見人，被保佐人 

       禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの人 

       懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過しない人 

       人事院の人事官又は事務総長の職にあって，一定の罪（国家公務員法１０９条から１１２条までに規定する 

       罪）を犯し刑に処せられた人 

 

       日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張す 

       る政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した人 

テ
ト
ナ
ニ
 
 
ヌ

 



①妻又は子の出産に立ち会ったり，そのための入退院に付き添う
必要がある方，②裁判員となることや裁判所に行くことによりあなた
や第三者の身体上・精神上又は経済上の重大な不利益がある場
合，③重大な災害により著しい被害を受け，生活再建のための用務
を行う必要がある場合には，辞退をすることができます。
　 その場合は，裁判員になることができない具体的な事情やその影
響等を記載してください。

議会名・会期
　所属の議会名及び会
期を記載してください。

　裁判所にお越しいただく予定日（同封の「スケジュール（予定）」に
記載しています。）の最終日までに７０歳になられる方であれば，辞
退することができます。

１　７０歳以上の方

２　裁判員・裁判員候補者等に選ばれたことがある方
３　検察審査員等に選ばれたことがある方

２　次の方は，辞退することができますので，わかる範囲でその時期及び
裁判所名を記載してください。裁判所名がわからない場合には，おおよ
その所在地でも結構です。
　
①　過去５年以内に裁判員又は補充裁判員に選ばれた。
②　過去３年以内に選任予定裁判員に選ばれた。
③  過去１年以内に裁判員候補者として裁判員等選任手続の期日に裁
判所に行った（そのときに，辞退が認められた場合は除きます。）。

３　過去５年以内に検察審査員又は補充員に選ばれたことがある方は，
辞退することができますので，その時期及び検察審査会名を記載してく
ださい（わかる範囲で記載してください。検察審査会名がわからない場合
には，おおよその所在地でも結構です。）。

４　重要な仕事があり，自分が仕事を休むと損害が生じる方

①仕事の内容
　 事業（仕事）の業種，自営，お勤めの別，あなたの担当している仕
事の内容，その仕事におけるあなたの立場や役割等を具体的に記
載してください。
②他の方に代わってもらえない事情
　 少人数，引継困難，締切・納期が迫っている，顧客対応，資格が
必要である，専門性がある，判断・決裁ができなくなる等の他の方に
代わってもらえない事情を具体的に記載してください。
③仕事を休むことによる影響・損害
　 売上減，注文減，顧客喪失，顧客損害，業務停止，補償請求，収
入減等の仕事を休むことによる影響・損害を具体的に記載してくださ
い。

学校名等
　 学校名や学部・専攻等を記載してください。
学生証のコピー等で学校名等がわかるものを資料としてご提出いた
だいた場合には，記入されなくても結構です。
※　学生とは
　 高等学校，中等教育学校，大学，高等専門大学校，盲学校，ろう
学校，養護学校，専修学校，各種学校に在学している方です。
　 また，通信制，夜間通学制は含みません。

８　重い病気又はケガにより出頭困難である方

①病名
　  差し支えのない範囲で記載してください。
②症状その他の事情
　  現在の症状，全治見込み期間，入院治療中か自宅療養中か，通
院されている場合にはその頻度等を具体的に記載してください。
《資料の例》
　  診断書の写し，医療の内容がわかる領収書の写し等

10　遠方に住んでいる方

　 遠方（裁判所の取扱い区域外）に住んでいて，裁判所に行くのが
困難な方は，辞退することができます。
住所・所要時間・交通手段
　 現在の住所や裁判所までの交通手段，所要時間など，裁判所に
行くことがむずかしい理由を記載してください。
　 東京地方裁判所の「取扱い区域」は２３区・島しょ部です。

５　重要な用事・予定がある方

12　地方公共団体の
議員の方

①日時，内容
　  冠婚葬祭，試験，行事等の具体的な用事・予定の日時，内容を
記載してください。
②日時を振り替えられない事情
　  他の日時に振り替えができない事情や，振替えした場合の影響，
損害等を具体的に記載してください。

６　親族や同居人の養育の必要がある方

①養育を必要とする方の年齢
②その方とあなたとの関係（例　　子ども 等，同居か別居か。）
③他の方に代わってもらえない事情
　  他の方に代わってもらえない事情，代わってもらった場合の影響
等をできるだけ具体的に記載してください。

７　妊娠中又は出産後８週間以内の方

出産日又は出産予定日
　 出産日又は出産予定日を記載してください。
出産後８週間を超える方は，「６ 親族や同居人の養育の必要があ
る。」を選ぶことができます。

９　介護等を行う必要がある方

①介護を必要とされる方等との関係，その方の心身の状況，病状
等
　  あなたと介護等を必要とされる方との関係，同居か別居か。その
方の心身の状態，要介護認定等を受けられている場合にはその区
分等も記載してください。通院，入退院に付き添われる場合には，そ
の方の入院期間，通院の期間や頻度等を記載してください。
②他の方に代わってもらえない事情
　  他の方に代わってもらうことができない事情，代わってもらった場
合の影響等をできるだけ具体的に記載してください。
《資料の例》
　  介護：要介護認定者であることを証する書面，介護保険証，障害
者手帳の写しなど
　  通院等の付き添い：診断書，医療の内容がわかる領収書の写し

11　学生の方13　その他のご事情がある方

（質問票３枚目・問３の８～１０） 

【手順４】 
 問３は，辞退希望の方のみが記入する項目です。１から１３の各項目の
説明をよく読んで，該当する番号を○で囲んでください。 
 ４から１３に該当する方は，下欄に具体的な事情を記入してください。 
 辞退を判断するために，具体的な事情の記載が必要です。 

このページは，質問票３枚目の説明です。 ２ 
頁 







（表） 

小さなお子さんがいらっしゃる候補者の方へ 
 
 
○ 裁判員裁判に参加することが難しい方は，辞退の申立てが可能です。 
 
  小さなお子さんがいらっしゃる方で，ほかに面倒を見てくれる人がいないなど，裁判員に選

ばれるとお子さんの養育に支障が生じる候補者の方は，辞退の申立てをすることができます。 
 
○ 参加を希望する方には，お住まいの区の区役所で，保育施設をご紹介しています。 
 

裁判員選任手続や裁判の間，子供を預けることができるのであれば裁判員選任手続及び裁
判に参加したいとお考えの方のために，区役所において，お子さんをお預かりすることができ
る施設をご紹介しています（現在，東京２３区以外にお住まいの方については，東京地方裁判
所所在区である千代田区の保育施設をご紹介することもできます。）。 

 
○  保育施設を予約する場合には，次の点にご留意ください。 
 
  １ 保育施設を利用する日数・時間について  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ○  裁判員裁判は，「裁判員等選任手続期日のお知らせ」に記載している日時に選任手
続が行われます。裁判員や補充裁判員に選ばれた方は，「裁判員等選任手続期日のお
知らせ」に記載している，「公判などの手続が予定されている日」に裁判に参加して
いただくことになります。 

 ○ そこで，保育施設を利用する場合は，選任手続に要する時間の他，裁判員や補充裁
判員に選ばれた場合に備えて，「裁判員等選任手続期日のお知らせ」に記載している
「公判などの手続が予定されている日」の全日についても，保育施設の利用を予約し
ていただく必要があります。 

 ○  裁判員や補充裁判員に選ばれた場合に，裁判員等としてお仕事をしていただく時間
は，長くても午前９時ころから午後５時ころまでを予定していますので，これに，自
宅，保育施設と裁判所との間の往復に要する時間を考慮して，保育施設の利用を予約
していただく必要があります。 

 ○ ただし，裁判員や補充裁判員に選ばれなかった場合には，「公判などの手続が予定
されている日」の保育施設の利用申込みをキャンセルしていただくこととなります。
この場合，保育施設によってはキャンセル料が発生することがあります。 

  
  ２  保育施設の利用料について  
  ○  裁判員や裁判員候補者の方には，裁判所にお越しいただく日の日当が支払われます。

保育施設の利用料については，この日当の中から支払っていただくことになります。
キャンセル料が発生する場合も同様です。 

 ○  なお，保育施設の利用料の負担については，自治体によって取扱いが異なります。 

 
 
○  お問い合わせ先 
 

東京地方裁判所（０３－３５８１－２９１０）又はお住まいの自治体の区市町村役場まで
お問い合わせください（お問い合わせに当たっては，「裁判員等選任手続期日のお知らせ」が
届いた方であることをお伝えください。）。 

     



（裏） 

介護が必要なご家族等がいらっしゃる候補者の方へ 
 
○ 裁判員裁判に参加することが難しい方は，辞退の申立てが可能です。 
 
  介護が必要なご家族等がいて，ほかに面倒を見てくれる人がいないなど，裁判員に選ばれる

と介護に支障が生じる候補者の方は，辞退の申立てをすることができます。 
 
○ 参加を希望する方には，お住まいの区役所等で利用できる介護サービスを紹介しています｡ 
 

裁判員選任手続や裁判の間，介護サービスを利用することができるのであれば，裁判員選
任手続及び裁判に参加したいとお考えの方には，お住まいの自治体の区市町村役場において，
利用できる介護サービス（介護保険制度や障害者自立支援制度の下での介護サービス）をご紹
介しています。 

 
○ 介護サービスを予約する場合には，次の点にご留意ください。 
 
  １ 介護サービスを受けるために必要な手続について  
  ○  介護サービスを受けるためには，高齢者介護の場合は「要介護認定」，障害者介護

の場合は「支給決定」を受けた上で，介護サービス提供事業者との間で介護サービス
の利用申込みをする必要があります。要介護認定や支給決定の手続にはある程度時間
がかかりますので，要介護認定や支給決定を受けていない方で，介護サービスの利用
を希望する方は，この書面を受け取られてからできるだけ早く，お住まいの自治体の
区市町村役場に利用申込みについての相談をしてください。 

 
  ２ 介護サービスを利用する日数・時間について  
  ○  裁判員裁判は，「裁判員等選任手続期日のお知らせ」に記載している日時に選任手

続が行われます。裁判員や補充裁判員に選ばれた方は，「裁判員等選任手続期日のお
知らせ」に記載している，「公判などの手続が予定されている日」に裁判に参加して
いただくことになります。 

 ○ そこで，介護サービスを利用する場合は，選任手続に要する時間の他，裁判員や補
充裁判員に選ばれた場合に備えて，「裁判員等選任手続期日のお知らせ」に記載して
いる「公判などの手続が予定されている日」の全日についても，介護サービスの利用
を予約していただく必要があります。 

 ○ 裁判員や補充裁判員に選ばれた場合に，裁判員等としてお仕事をしていただく時間
は，長くても午前９時ころから午後５時ころまでを予定していますので，これに，自
宅・介護施設と裁判所との間の往復に要する時間を考慮して，介護サービスの利用を
予約していただく必要があります。 

 ○ ただし，裁判員や補充裁判員に選ばれなかった場合には，「公判などの手続が予定
されている日」の介護サービスの利用申込みをキャンセルしていただくこととなりま
す。この場合，キャンセル料等が発生することがあります。 

 
  ３ 介護サービスの利用料について  
  ○  介護サービスの利用料は，介護保険制度や障害者自立支援制度の枠組みで，被介護

者が一部負担することになります。キャンセル料が発生した場合も，被介護者が負担
することになります。 

 ○  介護サービスの利用料の負担については，自治体によって取扱いが異なります。 
 
○  お問い合わせ先 
 

東京地方裁判所裁判員係（０３－３５８１－２９１０）又はお住まいの自治体の区市町村
役場までお問い合わせください（お問い合わせに当たっては，「裁判員等選任手続期日のお知
らせ」が届いた方であることをお伝えください。）。 



　　　　　　　　　　　　　

　

　東京地方裁判所では，国民の皆様に安心して裁判員裁判に参加いただけるよう，万全を期し

ております。皆様の裁判員裁判への積極的なご参加をお待ちしております。

【実際に裁判員を経験された方の声をご紹介します！】

【裁判員を務めた方の多くがよい経験とおっしゃっています！】

特に感じることはなかった ０．４％ 

（裁判員として裁判に参加した感想） 

  

よい経験とは 

感じなかった ０．７％ 

不明 ０．６％ 

裁判員等経験者に対するアンケート 

調査結果報告書（平成28年度） 

（裁判員に選ばれる前の気持ち） 

あまりやりたくなかった  

   ３０．９％ 

 やってみたい 

 ２５．６％ 

 積極的に 

やってみたい 

 １１．１％ 特に考えて

いなかった 

  １５.７％ 

不明 ０.７％ 

選ばれる前に裁判員を（積極的に）

やってみたいと思っていた方は 

 ３６．７％ でしたが・・・ 

やりたくなかった  

   １６．０％ 経験した後は 

９６．７％ の方が 

（非常に）よい経験と感じておられます！ 

非常によい経験と感じた 

      ５９．９％ 

よい経験と感じた 

      ３６．８％ 

あまりよい経験とは 

感じなかった １．６％ 

知識のない自分がきちんと討論できるのか？自分ひとりだけ的外れな質疑応答になっていない

か？ということに不安があったが，たとえそうだとしても，ちゃんと意見のひとつとして取り上げて

もらえた。とても良い経験をさせていただき，ありがとうございました。          （40代，女性） 

他の裁判員の方々と連帯感のようなものが生まれ，短い期間だったがとても濃い時間を過ごすこ

とができました。裁判官は堅いイメージだったが，気さくでフレンドリーであり話しやすかった。 

（20代，女性） 

家族や職場の反応は予想以上。一生に一回やるか，やらないかの経験は，今後の人生の中で

も大きく役に立つと思っています。                               （30代，男性） 

裁判員になることに不安を感じている皆様へ 



                                

 

勤務先に提出するなどしてご活用ください 

  

  

 

 

 

東京地方裁判所 

 

このたび，皆様の職場にお勤めの方が，裁判員候補者に選ばれました。 

裁判員制度は，国民の皆様の積極的な協力なくしては成り立たない制度です。 

裁判員候補者の方が，裁判員裁判に参加できるよう，ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 裁判員候補者の方に裁判所へお越しいた

だく日程は，「裁判員等選任手続期日のお

知らせ」に記載されておりますので，ご確認く

ださい。 

☆ 裁判員候補者の方には，まず，選任手続期

日に出席していただきます。 

選任手続の結果，裁判員に選ばれた場合

は，裁判の全日程に出席していただくことに

 なります。

☆ 裁判員を務めるために必要な休暇を取

ることは，法律（労働基準法７条）で認め

られておりますので，裁判員候補者の方

が必要な休暇を取ることができるよう，ご

配慮をお願い申し上げます。 

☆ 裁判所へお越しいただいた裁判員候補

者の方には，日当と交通費をお支払いしま

す。また，裁判所へお越しいただいたこと

を証明する書類を発行し，裁判員候補者の

方にお渡しすることが可能です。 

 

☆ 裁判員候補者の方にお仕事があるという

だけの理由では，辞退は認められないことに

なっておりますので，できる限り，裁判員候

補者の方が参加できますよう，お仕事の予

定を調整するなどのご配慮をお願い申し上

げます。 

ただし，裁判員候補者の方に重要な仕事が

あり，その方ご自身で処理しなければ事業に

著しい損害が生じる場合は，辞退が認められ

ます（裁判員法１６条８号ハ）。 

裁判員候補者の雇用主・上司の皆様へ 

～裁判員制度へのご協力のお願い～ 

お仕事を理由とした辞退について 必要な休暇等について 

裁判所へお越しいただく日程について 

☆ 裁判員制度は，国民の皆様から選ばれた

６人の裁判員の方に，刑事裁判に参加して

いただき，３人の裁判官と一緒に被告人が

有罪か無罪か，有罪の場合どのような刑に

するのかを決めていただく制度です。 

☆ 裁判員制度は，平成２１年にスタートし

ました。平成２８年までに５万人以上の方

が裁判員に選ばれ，そのうち，８割近くの

方が会社員等のお仕事をされています。 

裁判員制度について 


